
千 代 田 町 広 報 ち よ だ 広 告 掲 載 取 扱 い 要 領  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 広 報 ち よ だ （ 以 下 「  広 報 」 と い う 。 ） に 民  

間 事 業 者 等 の 広 告 （ 以 下 「 広 告 」 と い う 。 ） を 掲 載 す る に あ た

り 、千 代 田 町 有 料 広 告 掲 載 要 綱（ 平  成 ２ １ 年 千 代 田 町 告 示 第 ８  

号 。 以 下 「 要 綱 」 と い う 。 ） 及 び 千 代 田 町 有 料 広 告 掲 載 基 準 要

領 （ 平 成 ２ １ 年 千 代 田 町 告 示 第 ９ 号 ） に 規 定 す る 事 項 の ほ か 、

必 要 な 事 項 を 定 め る 。   

（ 掲 載 枠 数 及 び 位 置 ）   

第 ２ 条  広 告 の 掲 載 枠 数 は 、 町 政 情 報 の 提 供 に 影 響 の な い 範 囲 と

し 、 原 則 と し て 、 毎 号 １ ２ 枠 以 内 と し 、 広 告 の 掲 載 位 置 は 、 町

が 指 定 す る 位 置 と す る 。  

（ 大 き さ ）  

第 ３ 条  広 告 の 大 き さ は 、 １ 枠 あ た り 縦 ４ ６ ミ リ メ ー ト ル 、 横 ８

６ ミ リ メ ー ト ル と す る 。  

（ 掲 載 期 間 ）  

第 ４ 条  広 告 の 掲 載 期 間 は 、 １ か 月 、 ６ か 月 又 は １ ２ か 月 を 単 位

と す る 。  

（ 掲 載 料 ）  

第 ５ 条  広 告 の 掲 載 料 は 、 次 の と お り と す る 。   

期 間   １  枠 当 た り の 広 告

  

備 考   

１ か 月   ５  ， ０ ０ ０ 円   

６ か 月   ２ ５ ， ０ ０ ０ 円  １ か 月 分 の 広 告 掲 載 料 を 割 引   

１ ２ か 月  ５ ０ ， ０ ０ ０ 円  ２ か 月 分 の 広 告 掲 載 料 を 割 引   

（  掲 載 の 決 定 方 法 ）   

第 ６ 条  掲 載 枠 数 を 上 回 る 申 込 み が あ っ た と き は 、 要 綱 第 ８ 条 第



２ 項 に 規 定 す る 優 先 順 位 に よ り 決 定 し 、 同 一 順 位 の 場 合 に は 、

抽 選 に よ り 決 定 す る 。  

（ 掲 載 申 込 み ）   

第 ７ 条  広 告 の 掲 載 申 込 み は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

( 1 )  掲 載 申 込 み の 締 切 り は 、 広 報 の 発 行 日 の １ か 月 前 と す る 。 

( 2 )  申 込 み の で き る 広 告 は 、 広 報 １ 号 に つ き １ 枠 と す る 。  

( 3 )  掲 載 を 希 望 す る 場 合 は 、 要 綱 第 ７ 条 に 規 定 す る 千 代 田 町 有

料 広 告 掲 載 申 込 書 に 広 告 の 内 容 又 は 原 案 を 添 付 し て 、 広 報 担

当 課 へ 提 出 す る も の と す る 。  

（ 版 下 作 成 ）   

第 ８ 条  版 下 は 、 町 が 指 定 す る 仕 様 で 作 成 し 、 町 が 指 定 し た 期 日

ま で に 提 出 す る 。  

（ 町 ホ ー ム ペ ー ジ 上 で の 取 扱 い ）   

第 ９ 条  広 報 を 千 代 田 町 ホ ー ム ペ ー ジ に 公 開 す る と き は 、 広 告 は

削 除 す る も の と す る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ３ ０ 年 告 示 第 １ ３ ０ 号 ）  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


